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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面の給電対象位置に当該給電対象位置を特定するための一面凹部が形成されると共に
、当該一面への上記一面凹部の形成に伴い他面において上記給電対象位置の裏側の位置に
他面凸部が形成された板状のアンテナ素子と、
　上記アンテナ素子に給電するための電極が形成された基板と、
　上記基板が配置された基板配置部と、
　上記アンテナ素子が上板内面に貼着されて収納され、上記基板配置部にかぶせるように
取り付けられるアンテナ収納部と、
　上記電極に下端側が接続され、上記基板配置部への上記アンテナ収納部の取り付けによ
り、上端側を上記アンテナ素子の上記一面凹部で特定される上記給電対象位置に接触させ
るようにして、上記電極と上記給電対象位置とを電気的に接続する接続手段と
　を具え、
　上記アンテナ収納部は、
　上記基板配置部に取り付けられた際に上記上板内面において上記電極と対向する位置に
、上記アンテナ素子の上記他面凸部に対応する内面凹部が形成され、上記上板内面に上記
アンテナ素子が上記他面凸部を上記内面凹部に挿入して貼着された
　アンテナ装置。
【請求項２】
　上記アンテナ素子は、
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　上記一面にすり鉢状の上記一面凹部が形成されると共に、上記他面に山状の上記他面凸
部が形成された
　請求項１に記載のアンテナ装置。
【請求項３】
　上記接続手段は、
　上記下端から上記上端までの上下方向に伸縮自在で、かつ当該上下方向に対して傾き自
在に形成されると共に、上記上端が球面状に形成された
　請求項２に記載のアンテナ装置。
【請求項４】
　上記接続手段は、
　ピン状に形成された
　請求項３に記載のアンテナ装置。
【請求項５】
　上記基板は、
　上記電極の上面から上記基板の下面に渡って孔部が穿設され、
　上記接続手段は、
　上記基板の上記下面側から上記孔部に挿通されて、上記下端を上記基板の下面側に位置
させるようにして上記電極に接続された
　請求項４に記載のアンテナ装置。
【請求項６】
　一面の給電対象位置に当該給電対象位置を特定するための一面凹部が形成されると共に
、当該一面への上記一面凹部の形成に伴い他面において上記給電対象位置の裏側の位置に
他面凸部が形成された板状のアンテナ素子と、
　上記アンテナ素子を介して送受信するデータを送信用及び受信用に処理するディジタル
信号処理回路が設けられると共に、上記アンテナ素子に給電するための電極が形成された
基板と、
　上記基板が配置された基板配置部と、
　上記アンテナ素子が上板内面に貼着されて収納され、上記基板配置部にかぶせるように
取り付けられるアンテナ収納部と、
　上記電極に下端側が接続され、上記基板配置部への上記アンテナ収納部の取り付けによ
り、上端側を上記アンテナ素子の上記一面凹部で特定される上記給電対象位置に接触させ
るようにして、上記電極と上記給電対象位置とを電気的に接続する接続手段と
　を具え、
　上記アンテナ収納部は、
　上記基板配置部に取り付けられた際に上記上板内面において上記電極と対向する位置に
、上記アンテナ素子の上記他面凸部に対応する内面凹部が形成され、上記上板内面に上記
アンテナ素子が上記他面凸部を上記内面凹部に挿入して貼着された
　無線通信装置。
【請求項７】
　上記アンテナ素子は、
　上記一面にすり鉢状の上記一面凹部が形成されると共に、上記他面に山状の上記他面凸
部が形成された
　請求項６に記載の無線通信装置。
【請求項８】
　上記接続手段は、
　上記下端から上記上端までの上下方向に伸縮自在で、かつ当該上下方向に対して傾き自
在に形成されると共に、上記上端が球面状に形成された
　請求項７に記載の無線通信装置。
【請求項９】
　上記接続手段は、
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　ピン状に形成された
　請求項８に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　上記基板は、
　上記電極の上面から上記基板の下面に渡って孔部が穿設され、
　上記接続手段は、
　上記基板の上記下面側から上記孔部に挿通されて、上記下端を上記基板の下面側に位置
させるようにして上記電極に接続された
　請求項９に記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はアンテナ装置及び無線通信装置に関し、例えば、ＰＣＭＣＩＡ（Personal Com
puter Memory Card International Association ）の規格に準拠したＰＣ（Personal Com
puter ）カードでなる無線通信装置（以下、これを無線通信用ＰＣカードと呼ぶ）に適用
して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の無線通信用ＰＣカードとして、例えば、ノートブック型のパーソナルコン
ピュータ（以下、これを単にパーソナルコンピュータと呼ぶ）に設けられたＰＣカードス
ロットに着脱自在に挿着され、他のパーソナルコンピュータに挿着された無線通信用ＰＣ
カードとの間で無線通信することにより、複数のパーソナルコンピュータを用いた無線通
信によるＬＡＮ（Local Area Network）を構築するようになされたものがある。
【０００３】
そして、かかる無線通信用ＰＣカードとしては、図１３に示すように構成されたものがあ
り、この無線通信用ＰＣカード１においては、略Ｌ字状に形成されたカードケース２の内
部に無線通信部を有する回路基板（図示せず）が収納され、当該カードケース２の偏平矩
形状の挿着部２Ａの一端面２ＡＸに、回路基板を介して無線通信部に電気的に接続された
複数の信号ピンを有するコネクタ３が設けられている。
【０００４】
また、挿着部２Ａの他端側には、当該挿着部２Ａよりも厚いアンテナ収納部２Ｂが一体に
設けられており、当該アンテナ収納部２Ｂにはその幅方向に沿ったアンテナ収納溝２Ｃが
設けられている。
【０００５】
このアンテナ収納溝２Ｃには、所定のアンテナ素子（図示せず）が内蔵された棒状のアン
テナ部４がアンテナ収納部２Ｂに対して折り畳まれてアンテナ収納溝２Ｃに収納される方
向及びこれとは逆のアンテナ収納溝２Ｃから引き起こされる方向に回動自在に設けられ、
そのアンテナ素子が回路基板を介して無線通信部に電気的に接続されている。
【０００６】
そして、かかる無線通信用ＰＣカード１においては、パーソナルコンピュータ（図示せず
）のＰＣカードスロットに挿着部２Ａが差し込まれて挿着されることにより、挿着部２Ａ
のコネクタ３をＰＣカードスロットの内部に設けられたコネクタに電気的及び機械的に接
続し得るようになされている。
【０００７】
これにより、無線通信用ＰＣカード１においては、パーソナルコンピュータから与えられ
る所定の送信データをコネクタ３を介して回路基板の無線通信部に取り込み、当該無線通
信部において、その送信データに所定の送信処理を施した後、アンテナ素子を介して他の
無線通信用ＰＣカード１に送信する。
【０００８】
また、無線通信用ＰＣカード１においては、他の無線通信用ＰＣカード１から送信された
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受信データをアンテナ素子で受信して回路基板の無線通信部に取り込み、当該無線通信部
において、その受信データに所定の受信処理を施した後、コネクタ３を介してパーソナル
コンピュータに送出する。
【０００９】
このようにして、無線通信用ＰＣカード１においては、他の無線通信用ＰＣカードとの間
で無線通信し得るようになされている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、無線通信によりＬＡＮを構築するような無線通信用ＰＣカードにおいては、近
年の薄型化の傾向に伴い、アンテナ収納部２Ｂ内に板状逆Ｆアンテナを収納することによ
り、当該アンテナ収納部２Ｂを薄型化することが考えられている。
【００１１】
すなわち、図１４（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、板状逆Ｆアンテナ５は、四角形状の導
電性金属平板でなる放射導体板５Ａの所定の辺に帯状の導電性金属でなる短絡導体５Ｂ及
び給電導体５Ｃが逆Ｆ字を描くように一体に設けられ、その放射導体板５Ａに対して短絡
導体５Ｂ及び給電導体５Ｃの根元部分が同一方向に90度程度折り曲げられることにより、
短絡導体５Ｂが接地される平板状の導電性金属でなる接地導体（図示せず）の上面と放射
導体板５Ａとがほぼ平行となるように構成されている。
【００１２】
そして、図１５に示すように、無線通信用ＰＣカード６においては、板状逆Ｆアンテナ５
の短絡導体５Ｂの先端部分が回路基板７に穿設された孔部に挿通されて当該回路基板７の
下面に設けられた接地導体に半田を介して電気的及び機械的に接続されると共に、給電導
体５Ｃの先端部分がその回路基板７に穿設された孔部に挿通されて当該回路基板７の下面
に設けられた所定の導体パターンでなる給電用の電極（以下、これを給電用ランドと呼ぶ
）に半田を介して電気的及び機械的に接続されることにより接地導体の上面と放射導体板
５Ａとをほぼ平行にし、このようにして板状逆Ｆアンテナ５の実装された回路基板７がカ
ードケース２内に収納されている。
【００１３】
この場合、かかる構成の無線通信用ＰＣカード６においては、アンテナ収納部２Ｂ内に板
状逆Ｆアンテナ５を収納すれば、短絡導体５Ｂ及び給電導体５Ｃの物理的長さが比較的短
いことにより、図１３について上述した無線通信用ＰＣカード１のように、アンテナ収納
部２Ｂにアンテナ部４の回動機構を設ける場合に比べて、当該アンテナ収納部２Ｂを薄型
化することができる。
【００１４】
ところが、図１５からも明らかなように、無線通信用ＰＣカード６においては、カードケ
ース２がその底板を形成する下側ケース半体２Ｃと、当該無線通信用ＰＣカード６の外観
を形成する上側ケース半体２Ｄとから構成されており、板状逆Ｆアンテナ５を実装した回
路基板７を下側ケース半体２Ｃの上面に配置した後、当該下側ケース半体２Ｃに上側ケー
ス半体２Ｄを取り付けるようにして組み立てられる。
【００１５】
このため、無線通信用ＰＣカード６の組立時には、上側ケース半体２Ｄを保持した作業者
からはその上側ケース半体２Ｄが遮蔽物となって板状逆Ｆアンテナ５の放射導体板５Ａが
見えないために、当該上側ケース半体２Ｄを放射導体板５Ａに押し付けて短絡導体５Ｂ及
び給電導体５Ｃの根元部分に対して90度以上の角度に折り曲げる場合がある。
【００１６】
そして、無線通信用ＰＣカード６においては、このように放射導体板５Ａが短絡導体５Ｂ
及び給電導体５Ｃの根元部分に対して90度以上の角度に折れ曲がり当該放射導体板５Ａと
接地導体とが平行ではなくなると、板状逆Ｆアンテナ５のアンテナ特性が予め選定された
特性とは異なる特性に変化する問題があった。
【００１７】
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かかる問題を解決するため、この無線通信用ＰＣカード６の組立時には、上側ケース半体
２Ｄのアンテナ収納部２Ｂの上板内面に予め板状逆Ｆアンテナ５の放射導体板５Ａを貼着
しておき、この状態で、板状逆Ｆアンテナ５を回路基板７に実装する方法が考えられる。
【００１８】
　ところが、かかる方法によれば、上側ケース半体２Ｄと回路基板７とがそれぞれ遮蔽物
となり、短絡導体５Ｂと給電導体５Ｃとの先端部分を回路基板７の孔部に容易には挿通さ
せ難いために、短絡導体５Ｂ及び給電導体５Ｃの根元部分を放射導体板５Ａに対して90度
以上の角度に折り曲げる場合があり、かかる問題を解決するには未だ不十分な問題があっ
た。
【００１９】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、予め選定されたアンテナ特性が変化する
ことを防止しながら組み立てることのできるアンテナ装置及び無線通信装置を提案しよう
とするものである。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、一面の給電対象位置に当該給電対象位置
を特定するための一面凹部が形成されると共に、当該一面への一面凹部の形成に伴い他面
において給電対象位置の裏側の位置に他面凸部が形成された板状のアンテナ素子と、当該
アンテナ素子に給電するための電極が形成された基板と、当該基板が配置された基板配置
部と、アンテナ素子が上板内面に貼着されて収納され、基板配置部にかぶせるように取り
付けられるアンテナ収納部と、電極に下端側が接続され、基板配置部へのアンテナ収納部
の取り付けにより、上端側をアンテナ素子の一面凹部で特定される給電対象位置に接触さ
せるようにして、電極と給電対象位置とを電気的に接続する接続手段とを設けるようにし
て、アンテナ収納部に対し、基板配置部に取り付けられた際に上板内面において電極と対
向する位置に、アンテナ素子の他面凸部に対応する内面凹部を形成し、上板内面にアンテ
ナ素子を、他面凸部を内面凹部に挿入して貼着するようにした。
【００２１】
　従って本発明は、アンテナ素子を、給電対象位置を電極に対向させるように容易に位置
決めしてアンテナ収納部に収納させることができ、その結果、アンテナ収納部を基板配置
部にかぶせるように取り付けさせるだけで、アンテナ素子の姿勢を変化させずに電極にア
ンテナ素子の給電対象位置を容易にかつ適確に接続することができる。
【００２２】
　また本発明は、電極と、アンテナ素子の一面凹部で特定される給電対象位置とを接続手
段を介して電気的に接続するため、アンテナ素子において電極と接続する位置が給電対象
位置からずれてアンテナ特性が変化することもほぼ確実に防止することができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００２４】
図１において、１０は本発明を適用した無線通信用ＰＣカードを示し、偏平矩形状でなる
挿着部１１Ａと、当該挿着部１１Ａよりも厚いアンテナ収納部１１Ｂとが一体に設けられ
た略Ｌ字状のカードケース１１を有し、その挿着部１１Ａの端面１１ＡＸに複数の信号ピ
ンを有するコネクタ（図示せず）が設けられて構成されている。
【００２５】
そして、無線通信用ＰＣカード１０においては、各種操作キー１３が設けられた本体部１
４と、これに開閉自在に取り付けられた表示部１５とからなるパーソナルコンピュータ１
６のＰＣカードスロット１７に挿着部１１Ａが着脱自在に挿着されるようになされている
。
【００２６】
この場合、図２に示すように、無線通信用ＰＣカード１０においては、カードケース１１



(6) JP 4538701 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

が当該無線通信用ＰＣカード１０の底板を形成する下側ケース半体１１Ｃと、当該無線通
信用ＰＣカード１０の外観を形成する上側ケース半体１１Ｄとから構成されている。
【００２７】
そして、下側ケース半体１１Ｃの上面１１ＣＡには、その一端側（すなわち、挿着部側）
から他端側（すなわち、アンテナ収納部側）にかけてコネクタ２０と回路基板２１とが順
に配置されている。
【００２８】
回路基板２１の上面２１Ａの挿着部１１Ａ側の部位（以下、これを挿着側部位と呼ぶ）に
は、コネクタ２０と隣接する側からアンテナ収納部１１Ｂ側にかけて、無線通信部（図示
せず）を構成するディジタル信号処理回路と、これに電気的に接続された送受信回路等と
が順番に設けられており、当該コネクタ２０の各信号ピン（図示せず）が回路基板２１を
介してディジタル信号処理回路に電気的に接続されている。
【００２９】
また、図２及び図３に示すように、回路基板２１の上面２１Ａのアンテナ収納部１１Ｂ側
の部位（以下、これを収納側部位と呼ぶ）には上面２２Ａが平板状の導電性金属でなる接
地導体２２が設けられ、当該接地導体２２における挿着側部位との境界部分には導電性金
属により伸縮自在に形成されたピン状のアンテナ短絡部材２３が半田２４を介して実装さ
れている。
【００３０】
これに加えて、接地導体２２の挿着側部位との境界部分には、アンテナ短絡部材２３の実
装位置と隣接させて所定形状の剥離部２２Ｂが形成されている。
【００３１】
この剥離部２２Ｂ内には、接地導体２２と電気的に分離された所定の導体パターンの端部
でなる給電用ランド２５が形成され、当該給電用ランド２５がその導体パターンの端部を
除く部分でなる給電線路２６を介して送受信回路に電気的に接続されている。
【００３２】
そして、給電用ランド２５には、アンテナ短絡部材２３と同様に導電性金属により伸縮自
在に形成されたピン状のアンテナ給電部材２７が半田２８を介して実装され、かくして、
アンテナ給電部材２７が給電用ランド２５及び給電線路２６を順次介して送受信回路に電
気的に接続されている。
【００３３】
一方、図２に示すように、上側ケース半体１１Ｄにおいて、接地導体２２の上面２２Ａと
ほぼ平行なアンテナ収納部１１Ｂの上板内面には、平板状の導電性金属により四角形状に
形成された放射導体板２９が貼着されている。
【００３４】
そして、放射導体板２９は、挿着部１１Ａ側の辺に沿って隣接する短絡対象位置及び給電
対象位置をアンテナ短絡部材２３の上端及びアンテナ給電部材２９の上端と対向させてい
る。
【００３５】
従って、図４に示すように、放射導体板２９は、接地導体２２の上面２２Ａと所定の隙間
を介してほぼ平行な状態で短絡対象位置及び給電対象位置にアンテナ短絡部材２３の上端
及びアンテナ給電部材２７の上端が押し付けられて電気的及び機械的に接続され、これに
より、アンテナ短絡部材２３及びアンテナ給電部材２７と共に板状逆Ｆアンテナ３０を形
成するようになされている。
【００３６】
かくして、この無線通信用ＰＣカード１０においては、パーソナルコンピュータ１６（図
１）に挿着されると、当該パーソナルコンピュータ１６から与えられる所定の送信データ
をコネクタ２０を介して回路基板２１の無線通信部に取り込み、当該無線通信部において
、その送信データに所定の送信処理を施した後、板状逆Ｆアンテナ３０を介して他の無線
通信用ＰＣカード（図示せず）に送信し得るようになされている。
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【００３７】
また、この無線通信用ＰＣカード１０においては、他の無線通信用ＰＣカードから送信さ
れた受信データを板状逆Ｆアンテナ３０で受信して回路基板２１の無線通信部に取り込み
、当該無線通信部において、その受信データに所定の受信処理を施した後、コネクタ２０
を介してパーソナルコンピュータ１６に送出し得るようになされている。
【００３８】
ところで、図２に示すＡ－Ｂ線を通る鉛直方向の断面を取って示す図５のように、放射導
体板２９の下面２９Ａには、板状逆Ｆアンテナ３０により予め選定されたアンテナ特性を
得るための短絡対象位置と給電対象位置とが選定されており、当該短絡対象位置が最も深
くなるようにすり鉢状の凹部２９ＡＸが形成されると共に、同様に給電対象位置が最も深
くなるようにすり鉢状の凹部２９ＡＹが形成されている。
【００３９】
これにより、放射導体板２９においては、予め選定されたアンテナ特性を得るための短絡
対象位置と、給電対象位置とを凹部２９ＡＸ及び２９ＡＹによって特定し得るようになさ
れている。
【００４０】
また、上側ケース半体１１Ｄにおいて、アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸには、
放射導体板２９の凹部２９ＡＸ及び２９ＡＹに応じて当該放射導体板２９の上面２９Ｂに
形成された凸部２９ＢＸ及び２９ＢＹに対向させて凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺが形成され
ている。
【００４１】
従って、上側ケース半体１１Ｄにおいては、アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸに
形成されている凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺに放射導体板２９の上面２９Ｂの凸部２９ＢＸ
及び２９ＢＹを挿入することにより当該放射導体板２９をアンテナ収納部１１Ｂに対して
位置決めして貼着し得るようになされている。
【００４２】
これに加えて、上側ケース半体１１Ｄにおいては、アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１
ＢＸの凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺに放射導体板２９の上面２９Ｂの凸部２９ＢＸ及び２９
ＢＹを挿入する分、当該アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸに放射導体板２９の上
面２９Ｂを全面に渡って一体化するように貼着することができる。
【００４３】
このため、上側ケース半体１１Ｄにおいては、アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸ
に対する放射導体板２９の貼着強度を増加させることができ、かくして、無線通信用ＰＣ
カード１０の落下等により外部から衝撃が加えられても、放射導体板２９が剥がれ落ちる
ことを防止し得るようになされている。
【００４４】
さらに、上側ケース半体１１Ｄにおいては、アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸに
凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺを形成すれば、当該凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺの部分の板厚が
他の部分の板厚よりも薄くなるものの、その凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺに放射導体板２９
の凸部２９ＢＸ及び２９ＢＹを挿入するようにして上板内面１１ＢＸに放射導体板２９を
貼着することにより、当該上板を（凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺを含む）を補強することが
でき、かくして、無線通信用ＰＣカード１０が落下する等して外部から衝撃が加えられて
も、アンテナ収納部１１Ｂの上板が破損することを防止し得るようになされている。
【００４５】
因みに、上側ケース半体１１Ｄにおいては、放射導体板２９が比較的高い硬性を有する導
電性金属であれば、アンテナ収納部１１Ｂの上板の厚みを格段的に薄くしても、その放射
導体板２９の補強によって上板の強度を確保することができ、かくして、アンテナ収納部
１１Ｂを薄型化することができる。
【００４６】
一方、図６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、アンテナ短絡部材２３においては、円筒状の
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本体部２３Ａを有し、当該本体部２３Ａの下端部にその開口部を閉塞するようにフランジ
部２３ＡＸ（すなわち、半田２４（図３）を介して実装される部分）が一体に形成される
と共に、その本体部２３Ａの上端部に内径を狭めた絞り部２３ＡＹが形成されている。
【００４７】
また、本体部２３Ａの内部には、コイルばね３１が収納されると共に、ピン２３Ｂが本体
部２３Ａの長手方向に沿ってスライド自在に挿入されている。
【００４８】
さらに、ピン２３Ｂの下端部には、本体部２３Ａの絞り部２３ＡＹの内径よりも大きい外
形を有するフランジ部２３ＢＸが一体に形成されており、当該ピン２３Ｂが本体部２３Ａ
から抜け出ないようになされている。
【００４９】
そして、アンテナ短絡部材２３においては、ピン２３Ｂに外力が加えられなければ、当該
ピン２３Ｂをコイルばね３１によって上方向に付勢してそのフランジ部２３ＢＸを本体部
２３Ａの絞り部２３ＡＹに突き当てて当該アンテナ短絡部材２３全体が最も伸びる基準状
態となるように、コイルばね３１の自然長が選定されている。
【００５０】
従って、アンテナ短絡部材２３においては、ピン２３Ｂの上端２３ＢＹに外力が加えられ
て押圧されると、これに応じてコイルばね３１が縮むことにより当該アンテナ短絡部材２
３Ｂ全体が基準状態から短縮した状態（以下、これを短縮状態と呼ぶ）となるものの、こ
のとき、コイルばね３１によりその短縮状態から基準状態に戻るように弾性力が作用する
ことにより、ピン２３Ｂの上端に加えられる押圧力に応じて伸縮自在に機能し得るように
なされている。
【００５１】
そして、アンテナ短絡部材２３においては、基準状態における本体部２３Ａのフランジ部
２３ＡＸの下面からピン２３Ｂの上端までの全体の長さが、無線通信用ＰＣカード１０の
接地導体２２（図４）の上面２２Ａから放射導体板２９（図４）の凹部２９ＡＸ内の短絡
対象位置までの距離よりも長く選定されている。
【００５２】
従って、図７に示すように、アンテナ短絡部材２３においては、当該アンテナ短絡部材２
３と放射導体板２９とが規定通りに位置決めされて設けられていれば、カードケース１１
（図２）の内部において、ピン２３Ｂの上端が放射導体板２９の下面２９Ａの凹部２９Ａ
Ｘに押圧されて短縮状態となり、この結果、その短縮状態から基準状態に戻るように弾性
力を作用させることにより、放射導体板２９の凹部２９ＡＸ内の短絡対象位置にピン２３
Ｂの上端２３ＢＹを適確に押し付けるようにして接続し得るようになされている。
【００５３】
ところで、無線通信用ＰＣカード１０においては、放射導体板２９に対するアンテナ短絡
部材２３及びアンテナ給電部材２７の接続位置が短絡対象位置及び給電対象位置からずれ
ると、板状逆Ｆアンテナのアンテナ特性が予め選定された特性とは異なる特性となる。
【００５４】
このため、アンテナ短絡部材２３においては、図６（Ａ）及び（Ｂ）からも明らかなよう
に、ピン２３Ｂの上端２３ＢＹが球面状に形成されている。
【００５５】
また、アンテナ短絡部材２３においては、本体部２３Ａの内側面と、ピン２３Ｂのフラン
ジ部２３ＢＸの外周面との間に一周に渡って所定の隙間を形成するように、その本体部２
３Ａの内径とピン２３Ｂのフランジ部２３ＢＸの外形とが選定されている。
【００５６】
さらに、アンテナ短絡部材２３においては、本体部２３Ａの絞り部２３ＡＹの内周面と、
ピン２３Ｂの外周面との間にも一周に渡って所定の隙間を形成するように、その本体部２
３Ａの絞り部２３ＡＹの内径とピン２３Ｂの外形とが選定されている。
【００５７】
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これにより、アンテナ短絡部材２３においては、本体部２３Ａの長手方向に沿って伸縮自
在に機能すると共に、その長手方向に対してピン２３Ｂを所定角度に傾けることができる
ようになされている。
【００５８】
従って、図８に示すように、アンテナ短絡部材２３においては、当該アンテナ短絡部材２
３と放射導体板２９とが相対的に位置ずれして設けられても、その位置ずれが所定の許容
差内の位置ずれであれば、ピン２３Ｂの上端２３ＢＹに放射導体板２９の下面２９Ａの凹
部２９ＡＸが押し付けられたときに、そのピン２３Ｂが上端２３ＢＹを凹部２９ＡＸの内
面に沿って最も深い短絡対象位置に到達させるように本体部２３Ａに対して傾くことによ
り、当該凹部２９ＡＸ内の短絡対象位置にピン２３Ｂの上端２３ＢＹを適確に押し付ける
ようにして接続し得るようになされている。
【００５９】
このようにして、アンテナ短絡部材２３においては、放射導体板２９の凹部２９ＡＸ内の
短絡対象位置にピン２３Ｂの上端２３ＢＹを押し付けながら適確に接続することにより板
状逆Ｆアンテナに対して予め選定されたアンテナ特性を確保し得ると共に、この状態で無
線通信用ＰＣカード１０が落下する等して外部から衝撃が加えられても、ピン２３Ｂと放
射導体板２９の下面２９Ａの凹部２９ＡＸとの電気的及び機械的な接続を安定して維持し
得るようになされている。
【００６０】
また、アンテナ給電部材２７においても、図６（Ａ）及び（Ｂ）について上述したアンテ
ナ短絡部材２３と同様に構成されていることにより、図７及び図８について上述したアン
テナ短絡部材２３の場合と同様に放射導体板２９の凹部２９ＡＹ内の給電対象位置にピン
の上端を適確に押し付けるようにして接続し得るようになされている。
【００６１】
ここで、無線通信用ＰＣカード１０においては、図９（Ａ）及び（Ｂ）に示す以下の手順
により組み立てることができる。
【００６２】
すなわち、図９（Ａ）に示すように、上面２１Ａの収納側部位に接地導体２２と共に給電
用ランド２５が設けられた回路基板２１を形成し、当該回路基板２１の上面２１Ａにおい
て、接地導体２２の挿着側部位との境界部分における所定位置にアンテナ短絡部材２３を
位置決めして実装すると共に、給電用ランド２５上にアンテナ給電部材２７を位置決めし
て実装する。
【００６３】
そして、下側ケース半体１１Ｃの上面１１ＣＡに、その一端側（すなわち、挿着部側）か
ら他端側（すなわち、アンテナ収納部側）にかけてコネクタ２０と回路基板２１とを順に
位置決めして配置する。
【００６４】
一方、アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸの凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺを、下側ケ
ース半体１１Ｃに位置決めして配置した回路基板２１のアンテナ短絡部材２３及びアンテ
ナ給電部材２７の上端と対向させるように上側ケース半体１１Ｄを形成し、そのアンテナ
収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸの凹部１１ＢＹ及び１１ＢＺに放射導体板２９の上面２
９Ｂの対応する凸部２９ＢＸ及び２９ＢＹを挿入するようにして位置決めして当該上板内
面１１ＢＸに放射導体板２９を貼着する。
【００６５】
次いで、図９（Ｂ）に示すように、下側ケース半体１１Ｃに上側ケース半体１１Ｄを被せ
るように取り付けることにより、アンテナ短絡部材２３の上端を放射導体板２９の下面２
９Ａの対応する凹部２９ＡＸ内の短絡対象位置に押し付けるようにして接続すると共に、
アンテナ給電部材２７の上端を放射導体板２９の下面２９Ａの対応する凹部２９ＡＹ内の
給電対象位置に押し付けるようにして接続する。
【００６６】
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これにより、接地導体２２の上面２２Ａとほぼ平行な放射導体板２９の短絡対象位置をア
ンテナ短絡部材２３を介して接地導体２２に接地すると共に、当該放射導体板２９の給電
対象位置をアンテナ給電部材２７を介して給電用ランド２５に電気的に接続することによ
りアンテナ収納部１１Ｂ内に板状逆Ｆアンテナ３０を形成して無線通信用ＰＣカード１０
を組み立てることができる。
【００６７】
かくして、無線通信用ＰＣカード１０の組立時には、回路基板２１にアンテナ短絡部材２
３及びアンテナ給電部材２７を予め実装していると共に、上側ケース半体１１Ｄにおいて
アンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸに予め放射導体板２９を貼着していることによ
り、放射導体板２９をアンテナとして動作させるときの接地導体２２の上面２２Ａとほぼ
平行な状態を維持しながら下側ケース半体１１Ｃに上側ケース半体１１Ｄを容易に取り付
けることができるようになされている。
【００６８】
また、無線通信用ＰＣカード１０の組立時には、下側ケース半体１１Ｃに上側ケース半体
１１Ｄを被せるように取り付けるだけで、放射導体板２９の短絡対象位置及び給電対象位
置に対応するアンテナ短絡部材２３及びアンテナ給電部材２７を容易にかつ適確に接続し
て予め選定されたアンテナ特性で動作する板状逆Ｆアンテナ３０を形成しながら組み立て
ることができ、当該無線通信用ＰＣカード１０の組立性を格段的に向上させることができ
る。
【００６９】
因みに、図１５について上述した従来の無線通信用ＰＣカード６の組立時には、図１４（
Ａ）及び（Ｂ）について上述した板状逆Ｆアンテナ５が特殊な形状を有しているために回
路基板７（図１５）への実装を機械化し難く、この結果、作業者が回路基板７の孔部に短
絡導体５Ｂ（図１４（Ａ）及び（Ｂ））及び給電導体５Ｃ（図１４（Ａ）及び（Ｂ））を
挿通して半田付けする必要があった。
【００７０】
これに対して、本実施の形態による無線通信用ＰＣカード１０においては、短絡導体５Ｂ
及び給電導体５Ｃに代えて、すでに実装の機械化が確立されているピン状のアンテナ短絡
部材２３及びアンテナ給電部材２７を用いることにより、当該アンテナ短絡部材２３及び
アンテナ給電部材２７を確実に位置決めしながら、回路基板２１に容易に実装することが
でき、かくして、回路基板２１への実装工程に要する時間を大幅に短縮することができる
。
【００７１】
以上の構成において、この無線通信用ＰＣカード１０の組立時には、回路基板２１の上面
２１Ａの収納側部位に設けられた接地導体２２の所定位置に伸縮自在なピン状のアンテナ
短絡部材２３を位置決めして実装すると共に、当該回路基板２１の上面２１Ａの収納側部
位に設けられた給電用ランド２５に伸縮自在なピン状のアンテナ給電部材２７を位置決め
して実装し、下側ケース半体１１Ｃの上面１１ＣＡにその回路基板２１を位置決めして配
置する。
【００７２】
そして、この無線通信用ＰＣカード１０の組立時には、上側ケース半体１１Ｄのアンテナ
収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸに放射導体板２９を位置決めして貼着し、下側ケース半
体１１Ｃにその上側ケース半体１１Ｄを被せるように取り付けたとき、放射導体板２９の
短絡対象位置にアンテナ短絡部材２３の上端を押し付けるようにして電気的に接続すると
共に、当該放射導体板２９の給電対象位置にアンテナ給電部材２７の上端を押し付けるよ
うにして電気的に接続するようにした。
【００７３】
従って、この無線通信用ＰＣカード１０の組立時には、回路基板２１にアンテナ短絡部材
２３及びアンテナ給電部材２７を予め実装すると共に、上側ケース半体１１Ｄにおいてア
ンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸに予め接地導体２２の上面２２Ａとほぼ平行とな
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るように放射導体板２９を貼着しているため、接地導体２２の上面２２Ａと放射導体板２
９とのほぼ平行な状態を維持しながら下側ケース半体１１Ｃに上側ケース半体１１Ｄを容
易に取り付けて組み立てることができる。
【００７４】
また、無線通信用ＰＣカード１０の組立時には、放射導体板２９の下面２９Ａに予め短絡
対象位置及び給電対象位置を特定するための凹部２９ＡＸ及び２９ＡＹを形成しておき、
アンテナ短絡部材２３及びアンテナ給電部材２７を予め本体部２３Ａに対してピン２３Ｂ
がわずかに傾くことができるように形成しているため、アンテナ短絡部材２３及びアンテ
ナ給電部材２７の上端が対応する短絡対象位置及び給電対象位置からずれることを防止す
ることができ、かくして、板状逆Ｆアンテナ３０に対して予め選定されたアンテナ特性が
変化することをほぼ確実に防止することができる。
【００７５】
以上の構成によれば、上面２１Ａに接地導体２２が設けられると共に、アンテナ短絡部材
２３及びアンテナ給電部材２７が実装された回路基板２１を下側ケース半体１１Ｃに配置
し、上側ケース半体１１Ｄのアンテナ収納部１１Ｂの上板内面１１ＢＸに接地導体２２の
上面２２Ａとほぼ平行にし、かつアンテナ短絡部材２３及びアンテナ給電部材２７の上端
を短絡対象位置及び給電対象位置に対向させて放射導体板２９を貼着し、この状態で下側
ケース半体１１Ｃに上側ケース半体１１Ｄを取り付けるようにしたことにより、接地導体
２２の上面２２Ａと放射導体板２９とのほぼ平行な状態を維持しながら下側ケース半体１
１Ｃに上側ケース半体１１Ｄを容易に取り付けて組み立てることができ、かくして、予め
選定されたアンテナ特性が変化することを防止しながら組み立て得る無線通信用ＰＣカー
ドを実現することができる。
【００７６】
なお、上述の実施の形態においては、放射導体板２９にアンテナ短絡部材２３及びアンテ
ナ給電部材２７を接続するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、図
１０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、放射導体板２９に接地導体２２及び送受信回路を電
気的に接続する回路構成（図１０（Ａ））は、当該放射導体板２９に送受信回路を電気的
に接続すると共に、その送受信回路と放射導体板２９との接続中点に適宜選定されたイン
ダクタンスＬの一端を電気的に接続し、当該インダクタンスＬの他端を接地するような等
化回路（図１０（Ｂ））として表すことができるため、図３について上述した構成におい
て、給電用ランド２５をインダクタンスＬを介して接地導体２２に接地すれば、その給電
用ランド２５に実装したアンテナ給電部材２７のみを放射導体板２９に接続して板状逆Ｆ
アンテナを形成することができ、このように構成した場合でも、上述した実施の形態と同
様の効果を得ることができる。
【００７７】
また、上述の実施の形態においては、回路基板２１に予めアンテナ短絡部材２３及びアン
テナ給電部材２７を実装するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
放射導体板２９の短絡対象位置及び給電対象位置に予めアンテナ短絡部材２３及びアンテ
ナ給電部材２７を接続しておき、下側ケース半体１１Ｃに上側ケース半体１１Ｄを取り付
けたときに、そのアンテナ短絡部材２３及びアンテナ給電部材２７を回路基板２１の接地
導体２２及び給電用ランド２５に電気的に接続するようにしても良く、この場合にも上述
した実施の形態と同様の効果を得ることができる。
【００７８】
さらに、上述の実施の形態においては、図３について上述したように、給電用ランド２５
上にアンテナ給電部材２７を実装するようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、図１１に示すように、給電用ランド４０の上面４０Ａから回路基板４１の下面に
渡って孔部を穿設し、アンテナ給電部材２７をその回路基板４１の下面側から給電用ラン
ド４０の上面４０Ａに渡って挿通するようにして実装するようにしても良い。
【００７９】
因みに、図１１に示すようにアンテナ給電部材２７を実装した場合には、回路基板４１の
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下面に接地導体を設けるようにして当該接地導体から回路基板４１の上面に渡って孔部を
穿設し、アンテナ短絡部材２３をその接地導体から回路基板４１の上面に渡って挿通する
ようにして実装するようにしても良く、このようにすれば、回路基板４０の上面側に突出
するアンテナ給電部材２７及びアンテナ短絡部材２３の長さを短くすることができる分、
カードケース１１のアンテナ収納部１１Ｂの厚みを格段的に薄くすることができる。
【００８０】
さらに、上述の実施の形態においては、放射導体板２９の下面２９Ａにすり鉢状の凹部２
９ＡＸ及び２９ＡＹを形成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、放射導体板２９と、アンテナ短絡部材２３及びアンテナ給電部材２７とを高精度に位置
決めすることができれば、放射導体板２９をその下面２９Ａにアンテナ短絡部材２３及び
アンテナ給電部材２７の上端を嵌め合わせることができるような形状の凹部２９ＡＸ及び
２９ＡＹを形成するようにしても良く、このような構成でも上述した実施の形態と同様の
効果を得ることができる。
【００８１】
さらに、上述の実施の形態においては、本発明を図１～図９（Ａ）及び（Ｂ）について上
述した無線通信用ＰＣカード１０に適用するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、平板状のアンテナ素子を有するものであれば、携帯電話機等のような通信
端末や、ＰＤＡ（Personal Digital Assistance ）等のような情報端末、据え置き型の無
線通信装置等のように、この他種々の無線通信装置及びこれに設けられるアンテナ装置に
広く適用することができる。
【００８２】
さらに、上述の実施の形態においては、素子保持手段に保持されるアンテナ素子として、
板状逆Ｆアンテナ３０に用いる四角形状の放射導体板２９を適用するようにした場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、一又は複数のスリットを有するような各種パター
ンや各種形状に形成された平板状のアンテナ素子やメッキや蒸着により種々の形状に形成
されたアンテナ素、また、線状やコイル状のアンテナ素子等のように、この他種々のアン
テナ素子を広く適用することができる。
【００８３】
さらに、上述の実施の形態においては、アンテナ素子を保持する素子保持手段として、上
側ケース半体１１Ｄを適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、アンテナ素子を保持することができれば、上側ケース半体１Ｄから分離されたアンテナ
収納部１１Ｂ等のように、この他種々の素子保持手段を広く適用することができる。
【００８４】
さらに、上述の実施の形態においては、アンテナ素子の給電対象位置を特定する特定手段
として、放射導体板２９の下面２９Ａに形成されたすり鉢状の凹部２９ＡＹを適用するよ
うにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、アンテナ素子の給電対象位置を
特定することができれば、この他種々の形状や方法によって給電対象位置を特定する特定
手段を広く適用することができる。
【００８５】
さらに、上述の実施の形態においては、アンテナ素子に給電するための電極が形成された
電極形成部材として、回路基板２１を適用するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、アンテナ素子に給電するための電極を形成することができれば、電極の
みが形成される板状の所定部材等のように、この他種々の電極形成部材を広く適用するこ
とができる。
【００８６】
さらに、上述の実施の形態においては、電極形成部材を保持する部材保持手段として、下
側ケース半体１１Ｃを適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、電極形成部材を保持することができれば、この他種々の部材保持手段を広く適用するこ
とができる。
【００８７】
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　さらに、上述の実施の形態においては、部材保持手段への素材保持手段の取り付けによ
り、電極と、特定手段により特定されたアンテナ素子の給電対象位置とを電気的に接続す
る接続手段として、導電性金属により伸縮自在に形成されたピン状のアンテナ給電部材２
７を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、部材保持手段へ
の素材保持手段の取り付けにより、電極と、特定手段により特定されたアンテナ素子の給
電対象位置とを電気的に接続することができれば、図１２に示すように導電性の板材をＷ
字状に折り曲げて弾性をもたせ、上端面４５Ａにピン状の突起部４５Ｂを設けるようにし
た弾性部材４５や、導電性の線材を弾性部材４５と同様に折り曲げ、かつ突起部を有する
ように形成した弾性部材等のように、この他種々の接続手段を広く適用することができる
。
【００８８】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、一面の給電対象位置に当該給電対象位置を特定するため
の一面凹部が形成されると共に、当該一面への一面凹部の形成に伴い他面において給電対
象位置の裏側の位置に他面凸部が形成された板状のアンテナ素子と、当該アンテナ素子に
給電するための電極が形成された基板と、当該基板が配置された基板配置部と、アンテナ
素子が上板内面に貼着されて収納され、基板配置部にかぶせるように取り付けられるアン
テナ収納部と、電極に下端側が接続され、基板配置部へのアンテナ収納部の取り付けによ
り、上端側をアンテナ素子の一面凹部で特定される給電対象位置に接触させるようにして
、電極と給電対象位置とを電気的に接続する接続手段とを設けるようにして、アンテナ収
納部に対し、基板配置部に取り付けられた際に上板内面において電極と対向する位置に、
アンテナ素子の他面凸部に対応する内面凹部を形成し、上板内面にアンテナ素子を、他面
凸部を内面凹部に挿入して貼着するようにしたことにより、アンテナ素子を、給電対象位
置を電極に対向させるように容易に位置決めしてアンテナ収納部に収納させることができ
、その結果、アンテナ収納部を基板配置部にかぶせるように取り付けさせるだけで、アン
テナ素子の姿勢を変化させずに電極にアンテナ素子の給電対象位置を容易にかつ適確に接
続することができ、かくして、予め選定されたアンテナ特性が変化することを防止しなが
らアンテナ装置及び無線通信装置を組み立てることができる。
【００８９】
　また本発明によれば、電極と、アンテナ素子の一面凹部で特定される給電対象位置とを
接続手段を介して電気的に接続するため、組立時にアンテナ素子において電極と接続する
位置が給電対象位置からずれてアンテナ特性が変化することも合わせてほぼ確実に防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による無線通信用ＰＣカードの構成の一実施の形態を示す略線的斜視図で
ある。
【図２】無線通信用ＰＣカードの内部構成を示す略線的分解斜視図である。
【図３】アンテナ短絡部材及びアンテナ給電部材の実装の説明に供する略線的斜視図であ
る。
【図４】板状逆Ｆアンテナの構成を示す略線的斜視図である。
【図５】放射導体板の構成を示す略線的断面図である。
【図６】アンテナ短絡部材及びアンテナ給電部材の構成を示す略線的断面図である。
【図７】アンテナ短絡部材と放射導体板とが規定通りに位置決めされたときの接続の説明
に供する略線的断面図である。
【図８】アンテナ短絡部材と放射導体板とが位置ずれしたときの接続の説明に供する略線
的断面図である。
【図９】無線通信用ＰＣカードの組立手順を示す略線的断面図である。
【図１０】他の実施の形態による放射導体板とアンテナ給電部材のみとの接続の説明に供
するブロック図である。
【図１１】他の実施の形態によるアンテナ給電部材の実装の説明に供する略線的斜視図で
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ある。
【図１２】他の実施の形態によるアンテナ給電部材の構成を示す略線的斜視図である。
【図１３】従来の無線通信用ＰＣカードの構成を示す略線的斜視図である。
【図１４】従来の板状逆Ｆアンテナの構成を示す略線的正面図及び略線的斜視図である。
【図１５】板状逆Ｆアンテナが設けられた無線通信用ＰＣカードの内部構成を示す略線的
斜視図である。
【符号の説明】
１０……無線通信用ＰＣカード、１１……カードケース、１１Ａ……挿着部、１１Ｂ……
アンテナ収納部、１１ＢＸ……上板内面、１１Ｃ……下側ケース半体、１１Ｄ……上側ケ
ース半体、２１、４１……回路基板、２２……接地導体、２３……アンテナ短絡部材、２
５、４０……給電用ランド、２７、４５……アンテナ給電部材、２９……放射導体板、３
０……板状逆Ｆアンテナ。

【図１】 【図２】
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